
府中医王介護医療院 運営規定 

 

 

第１条 医療法人社団慈敬会が運営する、府中医王介護医療院の適正な運営を確保するため、

人員及び管理運営に関する事項を定める。 

 

[施設の形態及び目的] 

第２条 施設の形態は、医療機関併設小規模介護医療院である。 

医療機関併設型介護医療院は、病院に併設（同一敷地内又は隣接する敷地において、

サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が、一体的に行われているものを指すこと。）

され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院である。 

 

[施設の方針] 

第３条 介護医療院は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、

施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う事を目指すものとする。 

 ２    介護医療院のサービス計画は基より、入所者の意思及人格を尊重し、常にその立場に

立ったサービスの提供に努めるものとする。 

 ３    地域や家族との結びつきを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者等、他

の介護保健施設・その他保健医療サービス事業者及び福祉サービスとの連携を重視し、

入所者の満足度の貢献に努める。 

 

[医療院の名称及び所在地] 

第４条 事業を行う医療院の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）  名称  府中医王介護医療院 

（２） 管理者 新井俊男 

（３） 所在地 東京都府中市晴見町１－２０ 

 

[入所定数] 

第５条 医療機関併設型小規模介護医療院は、Ⅱ型療養床 11名とする。 

 

[従業員の職種、員数及び職務] 

第６条 施設に勤務する職種・員数・職務 

（１） 管理者（院長） 1名（医師が兼務） 

施設サービスの実施に携わる職員の総括管理及び指導を行う。 

（２） 下記の職員については、東京都介護医療院の人数、施設及び設備並びに運営の基準



に関する条例施行要領 第３ 人数に関する基準（条例第 4 条、規則第 3 条）を引用し、

当該、小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われる場合にあっては、置かない

ことができることとする。 

① 医師    1名※宿直無（Ⅱ型療養室のみを有する介護医療院であるため、併設医 

      療機関との連携が確保されており、介護医療院入所者の病状急変時には、 

      医師が速やかに診察を行う体制が確保されているため） 

       病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。 

② 薬剤師  １名 

      医師の診断に基づき、調剤及び医薬品の提供・管理を行う。 

③ 介護支援専門員 １名 

      施設サービス計画を立て、要介護認定に関する申請を行う。 

④ 理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士 １名 

      リハビリテーション計画を作成し、機能回復訓練を指導する。 

⑤ 栄養士又は管理栄養士 １名 

     医師の指示に従い、治療食の管理・栄養指導・栄養マネジメントを行う。 

⑥ 診療放射線技師  １名 

医師の指示に従い必要な部位の撮影を行う。      

⑦ 検査技師   １名 

医師の指示に従い血液検査等、行う。      

⑧ 調理員、事務員等 ２名 

             管理栄養士の指示に治療食を調理する・施設運営の事務を行う。 

（３） 看護師、准看護師 （2人以上） 

       医師の指示に基づく看護を行う。 

（４） 介護職員（3人以上） 

            入所者の施設サービス計画に基づく介護を行う。  

           

[介護医療院サービスの内容] 

第７条 長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、施設サービス計画に基

づいて、療養上の管理、介護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓

練、その他、必要な医療を行う。 

 

[介護医療院の利用料等] 

第８条 介護医療院の利用料は、指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準に定め

る額とする。 

（1割負担の場合） 

      （１）介護医療サービス料  ・・・・1日 ： 多床室（770～1，245円）  



： 従来型個室（659～1，133円） 

  ２  介護医療院は、前項の利用料の他、次の各号に掲げる費用の支払いを受ける事ができる。 

   （1割負担の場合） 

（1）居住に要する費用    ・‥１日 ： （1,700円） 

（2）食事に要する費用   ・・・１日 ： （1食 460円×3回＝1日 1380円） 

（3）特別な療養室料     ・・・１日 ： （1,500円） 

 

[サービス利用に当たっての留意事項] 

第９条 入所者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。 

（１） 入所者は、院内において政治活動又は宗教活動等、行ってはならない。 

（２） 入所者は、院内に危険物を持ち込んではならない。 

（３） 入所者が外出する時は、外出届を提出し、管理者の承認を得なければならない。 

（４） 入所者の所持金、その他貴重品については、自己管理を原則とする。ただし、入所者又

は、その家族からの申し出がある場合は、その限りではない。 

 

[入所者の体調緊急時対応・協力医療機関への依頼] 

第１０条 入所者の体調急変時に於いては、あらかじめ、本人及び家族との理解・承諾を必ず得て

おくこと。 

（１） 介護医療院医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協

力医療機関への転送も有りうる。 

（２） 協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。 

 

[非常災害対策] 

第１１条 介護医療院は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画及び

事業継続計画を作成して、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。 

   ２  責任者は、防火対策員会及び事業継続計画委員会に参加し、次の事を徹底する。 

      ・防災訓練（年２回：１回は夜間帯訓練）を併設病院と合同で行う。 

      ・併設病院の事業計画継続委員会に参加し、災害時の継続計画を併設病院と一体化し

た計画をたてる。 

 

[衛生管理・新興感染症発生時等の対応及び併設医療機関との連携] 

第１２条 介護医療院の入所者に関する衛生管理は、入所者の使用する全ての施設及び飲料水、

食器等も含めて衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずると共に、医薬品及び、

医療機器の管理を適正に行う。 

  ２   責任者は 新興感染症が発生又は、まん延防止策については、併設病院の感染対策委

員会に参加し、その発生を防止するための体制を整備する。 



  ３   流行初期機関経過後、入所者の感染相談・診察・急性期病室への入院の要否等、併設

病院との一体対応を考慮し、円滑に対応すること。 

  ４   感染拡大防止策等、併設病院と一体的に行動すること。 

  ５   併設医療機関及び、協力医療機関は、在宅療養を行う者を受け入れる体制を確保する。 

  ６   感染症及び食中毒予防及び蔓延防止のための指針を整備し、職員へ定期的な研修を 

      行う。 

 

[事故発生時の対応] 

第１３条 事故発生の防止の為の指針を整備する。（併設医療機関の医療安全管理委員会に参加） 

① 介護医療院における介護事故の防止に関する基本的考え方 

② 介護事故の防止のための委員会を併設病院の医療安全管理委員会に組み込 

み防止のための一体化を図る。 

③ 介護事故防止の為の、職員研修を年２回、開催する。 

④ 施設内で発生した介護事故、又は事故に至らなかった場合には速やかに、 

ヒヤリハット報告書を作成する。 

⑤ 入所者等に対する当該指針については、申請により閲覧は可能である。 

  ２   職員への周知徹底 

① 介護事故等についての報告を周知徹底する。 

② 事故分析、改善策、防止策等は、担当者が併設病院の医療安全管理委員会

に参加し、複数担当で考慮すること。 

 ３  各種委員会・担当者を設置する。 

① 身体的拘束等適正化委員会  ②褥瘡予防対策委員会 

② 感染対策委員会          ④虐待の発生又は再発防止委員会 

  ４ 損害賠償 

① 介護医療院は、賠償すべき事態となった場合には、速やかに賠償しなければな

らない。 

② 慈敬会組織の方法に則り、適正な対応をする。 

 

[秘密保持等] 

第１４条 介護医療院の従業者は、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密の保持を義

務付ける。 

① 職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持する 

② 施設は職員であった者に、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を保持さ

せるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、職員との

個人情報に関する誓約書を作成すること。 

 



[地域との連携] 

第１５条 介護医療院は、必要に応じて地域住民又は、地域介護施設等との連携・交流に努めるも

のとする。 

 

[虐待の防止の為の措置] 

第１６条 介護医療院は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、虐待防止のた

め次のとおりの措置を講ずる。 

（１） 虐待防止の為の職員研修を実施する。 

（２） 利用者及び、その家族等からの苦情処理体制の整備。 

（３） その他、虐待防止のために必要な措置。 

（４） 虐待防止のための指針の整備 

 ２ 虐待を受けている恐れがある利用者を発見した場合は、速やかに防止策を講じ、市町村へ報

告する。 

   

[身体拘束等の制限] 

第１７条 施設は、入所者又は他の入所者の生命又は身体を保護するため緊急やむお得ない場

合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）

を行わないものとする。身体拘束等を行う場合、その様態及び時間、その際の入所者の

心身状況並びに緊急やむ得ない理由を記録しなければならない。 

  ２  身体拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会 

     委員会の構成メンバーは、幅広い職種により構成する。 

  3  身体拘束等の適正化のための指針を整備し、定期的な職員への研修を行う。 

 

[褥瘡予防対策] 

第１８条 施設は入所者の褥瘡のハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画の作成、実践並びに

評価をする。 

２ 併設医療機関の褥瘡対策委員会に参加し、実践する。 

 

[記録] 

第１９条 施設は入所者の施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後 

      ５年間保存する。 

 

［業務継続計画の策定等］ 

第２０条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する介護医療院サービスの 

      提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務裁可を図るための計画 

      （以下［業務計画］という。）を策定し、業務継続計画に従い必要な措置をとる。 



    2 施設は、職員に対して業務継続計画について周知し、必要な研修・訓練を定期的に実 

      施する。 

    3 施設は、業務計画を定期的に見直し、必要に応じて計画の変更を行う。 

 

［相談・苦情処理］ 

第２１条 施設は、入所者及び家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、事業に関する要望 

      苦情等に対し、迅速に対応する。 

    ２ 当施設は、苦情の内容等について記録し、当該入所者の契約終了日から 2年間保管す 

      る。 

［その他］ 

第２２条 施設は、全ての従業員に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために 必

要な措置を講じるものとする。 

 

附則 

この規定は、令和 7年 10月 1日から施行する。 


